
北海道知事　鈴木　直道

（畜産振興総合対
策事業（地域衛生
管理体制整備事
業）のうち整備事
業にあっては農政
第178号様式、植
物防疫推進事業
（ジャガイモシロ
シストセンチュウ
緊急防除対策事
業）にあっては農
政第192号様式と
する。）

農政第29号様式

農政第31号様式

別に指示する様式

（畜産振興総合対
策事業（地域衛生
管理体制整備事
業）のうち整備事
業にあっては農政
第178号様式、植
物防疫推進事業
（ジャガイモシロ
シストセンチュウ
緊急防除対策事
業）にあっては農
政第192号様式と
する。）

農政第14号様式

農政第18号様式

農政第20号様式

農政第32号様式

（申請者が市町
村である場合を
除く。）

別に指示する様式

総合振興局
又は振興局
（全道の区
域にわたり
事業を行う
団体にあっ
ては別記５
のとおり)

提出先

別に指示す
る日

交 付 申 請 書 の 提 出
部 数 、 提 出 期 限 及
び 提 出 先

補助金等の交付
に関する権限の
委 任

補 助 金 等 を 交 付 す る 事
務 又 は 事 業 の 名 称 及 び
そ の 目 的 又 は 趣 旨

1 　消費・安全対策事業

　農畜水産物の安全性の向
上、伝染性疾病・病害虫の発
生予防・まん延防止及び地域
での食育の推進を図るため、
予算の範囲内で補助する。

農政第２号様式 農政第２号様式 提出部数 １部 総合振興局長
又は振興局長
（全道の区域
にわたり事業
を行う団体が
実施する場合
を除く。）

提出期限　

北海道告示第10659号

(農政部所管分その７)

　　北海道が令和5年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

補　助　対　象　経　費補 助 対 象 者
交 付 申 請 書 に 添 付
す べ き 関 係 書 類

実績報告書に添付す
べ き 関 係 書 類

補　助　率　等

　　また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げる職にある者に

　委任する。

　　 令和５年４月２５日

摘　　要



(３)植物防疫推進事業（ジャ
ガイモシロシストセンチュウ
緊急防除対策事業)

市町村（植物防疫
法第19条第２項の
規定に基づく協力
指示書の交付を受
けた場合に限
る。）

　市町村がジャガイモシロシストセンチュウ
緊急防除対策事業を行う場合における当該事
業に要する経費

10分の10以内

 市町村、農業協同組合、自衛防疫の推進等
家畜衛生の向上を目的とする団体等が地域衛
生管理体制整備事業を行う場合における当該
事業に要する経費

２分の１以内

別記２のとおり 　市町村、農業協同組合等がヘプタクロル残
留等対策事業及び農薬適正使用推進事業を行
う場合における当該事業に要する経費

２分の１以内(２)農業生産資材安全使用等
総合推進事業（ヘプタクロル
残留等対策事業・農薬適正使
用推進事業）

(１)畜産振興総合対策事業
（地域衛生管理体制整備事
業）

ア 推進事業 市町村
農業協同組合
農事組合法人
農業協同組合中央
会
農業協同組合連合
会
自衛防疫の推進等
家畜衛生の向上を
目的とする団体
知事が農林水産省
北海道農政事務所
長と協議して適当
と認める団体
生産者の組織する
団体

イ　整備事業 別記１のとおり



市町村
農林漁業者の組織
する団体
商工業者の組織す
る団体
第三セクター
民間事業者
公益社団法人
公益財団法人
一般社団法人
一般財団法人
特定非営利活動法
人
企業組合
事業協同組合
消費生活協同組合
特殊法人
認可法人
公社
独立行政法人
知事が農林水産省
北海道農政事務所
長と協議の上、特
に認める団体

(４)地域での食育の推進事業

　市町村、農林漁業者の組織する団体等が地
域での食育の推進事業を行う場合における経
費のうち、次に掲げるもの。
（１）食育推進検討会の開催に要する経費
（２）課題解決に向けたシンポジウム等の開
催に要する経費
（３）食育推進リーダーの育成及び活動の促
進に要する経費
（４）食文化の保護・継承のための取組支援
に要する経費
（５）農林漁業体験の機会の提供に要する経
費
（６）和食給食の普及に要する経費
（７）学校給食における地場産物等活用の促
進に要する経費
（８）共食の場における食育活動に要する経
費
（９）環境に配慮した農林水産物・食品への
理解向上の取組に要する経費
（10）食品ロスの削減に向けた取組に要する
経費

　ア　一般事業 ２分の１以内（補
助額の上限は別記
３のとおりとす
る。）



　イ　補正事業 　市町村、農林漁業者の組織する団体等が地
域での食育の推進事業を行う場合における経
費のうち、次に掲げるもの。
（１）地域での食育の取組
　ア　共食の場における食育活動に要する経
費
　イ　食文化の保護・継承や日本型食生活の
実践のための取組支援に要する経費
　ウ　農林漁業体験の機会の提供に要する経
費
（２）学校における食育の取組
　ア　学校給食における地場農産物等活用の
促進に要する経費
　イ　和食給食の普及に要する経費
　ウ　農林漁業体験の機会の提供に要する経
費

定額（補助額の上
限は別記４のとお
りとする。）


